
 

★ホームページ URL  http://www.town.hakone.kanagawa.jp 

★「広報はこね」が届いていない方は、役場、出張所、出先機関などに置いてあります。 

（発行／箱根町役場 〒250-0398 箱根町湯本256番地） 
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マイナンバーカードの交付を推進するため、夜間や休日でなければ窓口に来られ  

ない方のために、次のとおり窓口を開設しますので、利用してください。  

  既に申請済のカードの受け取りや電子証明書の更新・発行、カードの新規申請が  

できます。新規申請ではオンライン申請サポートも行いますので、写真がなくても  

カードが申請でき、カードを郵送で受け取ることも可能です。  

 

開設日時 

４月 ２１日（水） １７：１５～１９：１５ 

５月 

１２日（水） １７：１５～１９：１５ 

１５日（土） ８：３０～１２：００ 

２３日（日） ８：３０～１２：００ 

２６日（水） １７：１５～１９：１５ 

 

【場  所】 役場 本庁舎２階 総務防災課町民係窓口  

 

【取扱業務】 マイナンバーカードの申請・受け取り、電子証明書の更新・発行、  

マイナポイント予約支援など。  

 

いずれの手続きも本人確認書類が必要です。  

ご不明な点等につきましては、事前に問い合わせてください。  

 

照会先 総務防災課町民係  電話（８５）7160 

 マイナンバーカード専用 

夜間休日窓口開設 

新規申請写真不要！ 郵送受け取り可！ 



 

月 日  

サイン  

★ 読み終わったらすぐ次の方へ回覧しましょう。 

★ この回覧「まちだより」は町のホームページにも掲載しています。 

 

 

 

 

 

 町では、特殊詐欺による被害を未然に防止することを目的として、迷惑電話防止機能付電

話機などを購入した 70 歳以上の方に、購入費の一部を補助します。 

 

【補助対象者】 

① 箱根町内に住所を有し、かつ当該居住地において電話機等を設置し、利用している 70 

歳以上の方 

② 町税等を滞納していない方 

 

【対象機器】 

 特殊詐欺を防止する機能がついた電話機等の購入費用 

 ※ 令和３年４月１日以降に購入したものに限る。 

※ 特殊詐欺を防止する機能がついた電話機とは、電話機の呼び出し音が鳴る前に、当該電 

話機の電話番号に架電した者に対し、自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを 

流した後、通話内容を録音する迷惑電話防止機能を有するものをいう。 

 

【補助金額】 

 対象機器購入費の３分の２相当額とし、6,000 円（100 円未満切り捨て）を上限に交付

します。 

 ※ ただし、1 世帯 1 台のみとする。 

 

【申請期間】 

 令和３年 6 月 1 日から令和 4 年 1 月 29 日まで 

 ※ 令和３年度は 100 人を対象とします。（先着順） 

 

【申請方法】 

① 迷惑電話防止機能付電話機等の購入 

② 必要書類を添えて、町民係又は出張所窓口へ交付申請書をご提出ください。 

・箱根町迷惑電話防止機能付電話機等購入費補助金交付申請書 

・領収書の原本又は写し（申請者と購入者の氏名が同一のもの、レシート不可） 

・購入機器の取扱説明書の写し（特殊詐欺を防止する機能がついていることが証明でき

るもの） 

③ 町から交付決定通知書が届いたら、町民係又は出張所窓口へ請求書をご提出ください。 

※ 請求書受領後、１か月程度を目安に振込みをさせていただきます。 

 

               照会先：総務防災課町民係  

               電話（85）7160 

 迷惑電話防止機能付 

電話機等購入費補助について 



 

 

 

 

 

 3 月 26 日（金）に箱根町に住民票のある 65 歳以上の方にワクチンの接種券を送付し

ましたが、接種の予約開始日や接種開始日など詳細が決まりましたのでお知らせします。  

 今回の接種については、ワクチンの配分量に限りがあり、また、アンケート調査の結果

などをふまえて検討した結果、80 歳以上の方から優先的に接種を開始することにしました。 

80 歳以上の方については接種予約についてのお知らせを郵送しますので、確認のうえ、

下の予約方法にて予約してください。  

 なお、65 歳から 79 歳までの方については、ワクチンの供給が決まり次第改めてお知ら

せを郵送します。  

 6 月末までには 65 歳以上の方全員に 2 回接種できる量を確保できる予定となっており

ますのでご安心ください。  

  

【80 歳以上の方】  

＜予約開始日時＞  

4 月 23 日（金）  ９時から  

※  予約開始時間前の受け付けはできません。  

※  現時点ではワクチンの配分量に限りがあり、予約が取れない場合もあります。  

 

＜接種開始日＞    

5 月 9 日（日）から順次実施  

※  詳しい日程などは、後日郵送するお知らせをご覧ください。  

 

【接種 会場 】  

さくら館（総合保健福祉センター）  

住所  〒250-0401 箱根町宮城野 881-1 

接種当日はさくら館までの巡回バスを運行します。接種日によって巡回コースが異

なりますので、巡回バスを利用する方は事前に巡回コースを確認したうえで予約して

ください。  

 

【予約 方法 】 

接種券をご用意のうえ、「新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト」、または、「町

コールセンター」に電話して予約してください。  

さくら館までの巡回バスを利用する方は、接種の予約をした後に、新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策室に連絡して巡回バスの予約をしてください。  

予約をした方には後日予診票を郵送します。予診票は事前に記入し、わからないこ

とや不安なことがある場合はかかりつけ医に相談してください。  

 

※医療機関での接種予約はまだ始まっていませんので、医療機関へのワクチン接種の問

合せはお控えください。  

 

 

 

 

 

●町新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト  

アドレス：   

https://taskcore.tkc.jp/cu/143821/r1/residents/procedures/procedure/1/0 

    

●町コールセンター  電話 0570（78）3639 

開設時間  9 時～18 時（土日祝日含む） 

※  予約開始直後は電話がつながらない状況が続くと予想されるので、時間をおいて

電話するか、「ワクチン接種予約サイト」から予約してください。  

 

  

【接種当日の持ち物・服装】  

・ワクチン接種券（クーポン券）  

・予診票（自宅で記入してきてください）  

・本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）  

・お薬手帳（持っている方）  

・接種時に肩まで袖をまくりますので、脱ぎ着しやすい服装で来てください。  

 

【 そ の 他 】 

はじめは集団接種会場としてさくら館で実施しますが、今後については湯本地域での

実施も予定しています。また、その他の地域での集団接種や、かかりつけ医などでも接

種できるよう調整しています。  

 

 

先日 65 歳以上の方に送付したアンケートはがきは、ワクチン接種実施の参考にする

ためのものであり、アンケートはがきを返信したことで接種予約が完了するものではあ

りませんのでご注意ください。  

 

照会先  保険健康課新型コロナウイルスワクチン接種対策室  電話（85）9577 

 

（お詫び）  

 先日 65 歳以上の方にお送りしたアンケートはがきの郵便番号に誤りがございました。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。  

 

新型コロナウイルスワクチン接種の予約を開始します 

二次元コード：  



 

 

 

 

 

 

森のふれあい館では、「やすらぎの森ガイドウォーク」や「学芸員と歩くやすらぎの森」

などの自然観察会を行います。やすらぎの森の中で、解説員の案内により、昆虫や植物、

野鳥などを一緒に観察し、学ぶことができます！  

 

【 内 容 】  

・「やすらぎの森ガイドウォーク」  

自然解説員の案内により、四季折々に変化するやすらぎの森を一緒に散策しながら、

森にいる動植物たちを観察します。  

・「学芸員と歩くやすらぎの森」  

毎月第 4 土曜日に行う学芸員と歩く自然観察会です。やすらぎの森の生き物の行動観  

察や調査、観察スポットづくりなどの体験学習を行います。学芸員ならではの観点から、

自然へのアプローチの仕方などを一緒に学びましょう。  

 

【 日 時 】  

・春の「やすらぎの森ガイドウォーク」  

5 月 2 日（日）、3 日（月）、4 日（火）、5 日（水）  

各日 10 時～、13 時～ 

・「学芸員と歩くやすらぎの森」  

 第 1 回：4 月 24 日（土） 

   第 2 回：5 月 22 日（土） 

    以降、毎月第 4 土曜に開催します。  

    各日 10 時～、13 時～  

 

【 場 所 】 森のふれあい館、やすらぎの森  

【 対 象 】 どなたでも参加できます。  

【 定 員 】 各回 2 組（10 人程度）  

【 料 金 】 無料（別途入館料必要）  

【申込方法】 各開催日の前日までに電話で予約してください。  

なお、定員になり次第締め切りとなります。  

【そ の 他】  新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により中止になる場合があります。 

                        

≪注意事項≫ 必ず、マスクを着用してください。  

入館時、手指の消毒および検温に協力をお願いします。  

 

【照 会 先】 観光課  森のふれあい館  

住所 〒250-0521 箱根町箱根 381-4 

        電話  （８３）６００６  

 やすらぎの森で自然観察会を開催します！ 
 



 

 

 

 

  

スズメバチの出没が増える前に駆除することで、スズメバチの被害を抑制すること  

ができます。こちらではスズメバチトラップを紹介します。  

 

【材 料】  

  ペットボトル(1.5ℓほどの大きさのもの ) 

焼酎、オレンジジュース、ひも、カッター  

  

 【作り方】  

①ペットボトルの上部に 1.5cm 四方の穴を 3 か所あける。（H 型に切れ込みを入

れ、上側を手前に、下側を奥に曲げると、スズメバチが脱出しにくくなります。）  

②焼酎とオレンジジュースを 1：1 で混ぜ、ペットボトルに 10cm ほどの高さま

で入れる。  

③ペットボトルにひもを付け、1.5m から 2m ほどの高さの樹木で直射日光の当た

らない場所に吊るす。  

※設置後 2 週間またはペットボトルに虫がいっぱいになったら交換してください。 

 

【注 意】  

・スズメバチトラップはスズメバチをおびきよせるものになりますので、人通りの

多い所などには設置しないでください。  

・女王バチが冬眠から目覚めて活動し始める 4 月から 5 月ごろの設置が効果的で

す。6 月以降は働きバチが活動し始め、働きバチをおびきよせてしまい危険ですの

で、設置しないでください。  

・スズメバチトラップは予防的なものであり、完全に駆除することはできません。

スズメバチの巣を見つけたら、専門の業者などに依頼して巣の駆除をしてください。      

なお、町ではスズメバチの駆除を業者に依頼した方に補助金を交付していますの

で、相談してください。  

 

 

照会先 環境課美化保全係 電話（85）9565 

 

 

 

スズメバチトラップを紹介します 

 



 

 

 

 

 

 

右記の日程で運動教室「スマートライフ教室」を実施します。 

  さくら館のプールでの「水中運動コース」（泳げない方でも出来る水中運動です）と、さくら

館でヨガまたは体操や町内でのノルディックウォーキング（雨天の場合は、さくら館でヨガま

たは体操）などの「陸上運動コース」を用意しました。 

どちらか一方のコースでも、両方のコースでもお好きなコースを選んで参加してください。 

   

※スマートライフ教室参加の方は、体力測定（５月６日（木）と令和４年２月１７日（木））

を受けていただきます。 

 

  スマートライフ教室に参加して、運動習慣を身につけ、健康長寿を目指しましょう♪  

 
【対象者】 

40 歳以上の箱根町国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方 

 

【申込方法】 

   電話または直接窓口で申し込んでください。 

   ※各コース定員１５名、先着順です。 

 

【集合場所】 

 さくら館（受付時間 13：30～14：00） 

 住所 〒250-0401 箱根町宮城野 881-1      

 

【持ち物】 

   運動のできる服装 ※水中運動希望の方は水着・水泳帽子が必要です。  

   ・飲み物・タオル・筆記用具 など 

 

【申込み締切】 

 ４月 28 日（水）（※定員に空きがあれば締切後も受付します）  

 

 
◆◆町の送迎バスを活用してください◆◆ 
                             

 
 

申込・照会先  保険健康課保険年金係 電話（85）9564 

 

 

 

 

【教室日程表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                        

 

令和３年度 「スマートライフ教室」のお知らせ 

コース内容 場所 時間
令和3年5月6日 木 体力測定 さくら館訓練室

5月20日 木 水中運動 さくら館プール

5月27日 木 水中運動 さくら館プール
6月10日 木 水中運動 さくら館プール
6月17日 木 水中運動 さくら館プール
6月24日 木 水中運動 さくら館プール
7月1日 木 陸上運動：ノルディック 町内
7月29日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室

8月5日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室
8月26日 木 陸上運動：ノルディック 町内
9月2日 木 水中運動 さくら館プール
9月9日 木 水中運動 さくら館プール
9月16日 木 水中運動 さくら館プール
9月30日 木 水中運動 さくら館プール

10月7日 木 水中運動 さくら館プール
10月14日 木 水中運動 さくら館プール
11月4日 木 陸上運動：ノルディック 町内
11月18日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室
11月25日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室
12月9日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室

12月23日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室
令和4年1月13日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室

2月10日 木 陸上運動：ヨガまたは体操 さくら館訓練室
2月17日 木 体力測定 さくら館訓練室

日程
令和３年度スマートライフ教室日程

１４時
～

１５時３０分

（受付：１３
時３０分か

ら）



 

 

 

  

町国際交流協会では、英会話教室を開催します。  

春の初級クラスでは、中学 1～2 年生前半程度の文法を使った、日常会話を中心と

した内容です。話すことを通じて、英語を楽しく学びましょう！  

【日  時】  

 

 

 

 

【場  所】 役場分庁舎 4 階 第 7 会議室 または 本庁舎 4 階 第３会議室  

【講  師】 ミイナ・ナイアさん  

【定  員】 １０人（先着順）  

【受 講 料】 5,000 円（箱根町国際交流協会会員の方）  

       7,500 円（箱根町国際交流協会会員でない方）  

※現在会員でない方も、町国際交流協会にご入会いただくと会員価格

での受講が可能です。（年会費 2, 000 円）  

 

【申込方法】 電話で申し込んでください。  

 

申込・照会先 町国際交流協会事務局  （観光課内） 電話（85）7410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 11、18、25 日  毎週火曜日  

18 時～19 時 

（全 10 回） 

6 月 1、8、15、22、29 日  

7 月 6、13 日 

初級英会話教室を開催します！  



 

 

 

 

 

 

 

町国際交流協会では、中国語会話教室（入門クラス）を開催します。中国語は初

めてという方、また、はじめから学び直したい方を対象にした講座です。中国語の

発音の基礎＜ピンイン＞から学ぶ内容になっています。これを機会に中国語に触れ

てみませんか。皆さんの参加をお待ちしています。  

 

 【日  時】  

 

 

 

 

【場  所】 役場分庁舎４階 第 7 会議室  または 本庁舎４階  第３会議室  

【講  師】 張園さん  

【定  員】 1０人（先着順）  

【受 講 料】 5, 000 円（町国際交流協会会員の方）  

７ , 500 円（町国際交流協会会員でない方）  

※現在会員でない方も、町国際交流協会にご入会いただくと会員価格

での受講が可能です。（年会費 2, 000 円）  

 

【申込方法】 電話で申し込んでください。  

 

申込・照会先 町国際交流協会事務局（観光課内）  電話（85）7410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月 13、20、27 日  毎週木曜日  

18 時～19 時 

（全 10 回） 

６月 10、17、24 日(3 日は休み) 

７月 1、8、15、22 日  

中国語会話教室を開催します！ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

1349 
ラムダ  

カメラ用リュック  
小型・二層式  普 通 応相談 

1350 ミレー ザック  30L 普 通 無 料 

1351 デイパック  赤 普 通 無 料 

1352 
エース  

ガーメントバッグ  
2 着用 普 通 無 料 

1354 婦人用水着  13 号 普 通 無 料 

1355 
ドロミテ  

トレッキングシューズ  
23cm 普 通 応相談 

1356 ベビーカー   新 品 応相談 

1357 勉強机  普 通 無 料 

譲ってください  

番号 品 名 規   格 状 態 価 格 

2130 猫用品 
キャリーバッグ、ケージ、  

シート、フード等 
普 通 無 料 

2131 炊飯器 5.5 合炊き 普 通 無 料 

2132 電子レンジ   普 通 無 料 

2133 キーボード   普 通 無 料 

※ 状態は新品・良い・普通・多少傷ありの 4 段階で表しています。  

※ 家庭で使わなくなった品物などを、ごみに出す前に「不用品交換情報」に登録し  

ませんか。他に必要としている方に、有料または無料で譲ることができます。  

また、同時に譲ってほしいものの情報登録も受け付けています。  

掲載期間は登録日から 6 か月間です。  

※ 希望の商品が見つかったら、登録者の連絡先を知らせますので、連絡してください。 

※ 本情報は、町内在住者のみ有効となります。 

また、その後の引き取り方法などの交渉は当事者間で行って下さい。  

なお、その際に問題が生じた場合は、当事者間の話し合いなどにより解決してく  

ださい。  

 

申込・照会先 環境課環境政策係 電話（85）9565 

 

不用品交換情報 
譲ります！ 

（３月 30 日現在） 

譲ってください!! 
 
 
！ 

譲ります 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成 27 年３月に「はこね男女共同参画推進プラン（第 2 次）」を策定してから６  

年が経過したことを受け、本プランの中間見直しを実施しました。  

詳細は別添資料「はこね男女共同参画推進プラン（第 2 次）【平成 27 年度～令和  

６年度】中間見直し」をご覧ください。  

    

 

   照会先 企画課企画調整係 電話（85）9560 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

はこね男女共同参画推進プラン（第２次） 

中間見直しについて 


